
第二一三回 

閣第九号 

   生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案 

 （生活困窮者自立支援法の一部改正） 

第一条 生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）の一部を次のように改正す

る。 

  第三条第二項第一号中「就労」の下に「及び居住」を加え、同条第三項を次のように

改める。 

 ３ この法律において「生活困窮者住居確保給付金」とは、生活困窮者のうち次に掲げ

るものに対し支給する給付金をいう。 

  一 離職又はこれに準ずるものとして厚生労働省令で定める事由により経済的に困窮

し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を失い、又は現

に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であって、就職を容

易にするため住居を確保する必要があると認められるもの 

  二 収入が著しく減少したと認められるものとして厚生労働省令で定める事由により

経済的に困窮し、居住する住宅の所有権若しくは使用及び収益を目的とする権利を

失い、又は現に賃借して居住する住宅の家賃を支払うことが困難となった者であっ

て、家計を改善するため新たな住居を確保する必要があると認められるもの（前号

に掲げる者を除く。） 

  第三条第四項中「限る。）」の下に「及び特定被保護者（生活保護法（昭和二十五年

法律第百四十四号）第五十五条の十一第一項に規定する特定被保護者をいう。以下この

条及び第二十二条第三項において同じ。）」を加え、同条第五項中「に対し」を「及び

特定被保護者に対し」に改め、同条第六項中「生活困窮者一時生活支援事業」を「生活

困窮者居住支援事業」に改め、同項第二号中「に対し」を「及び特定被保護者に対し」

に改め、同号ロ中「生活困窮者」の下に「又は特定被保護者」を加える。 

  第四条第二項第一号及び第三項中「及び生活困窮者家計改善支援事業並びに生活困窮

者一時生活支援事業、」を「、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事

業並びに」に改める。 

  第六条第一項中「第三条第三項に規定する」を「第三条第三項各号に掲げる」に改め

る。 

  第七条第一項中「を行う」を「並びに生活困窮者居住支援事業のうち必要があると認

めるものを行う」に改め、同条第二項中「次に掲げる」を「子どもの学習・生活支援事

業及びその他の生活困窮者の自立の促進を図るために必要な」に改め、同項各号を削り、

同条第五項中「及び生活困窮者家計改善支援事業の適切な実施を図るために必要な」を

「、生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業の全国的な実施及び支援

の質の向上を図る観点から、これらの事業の実施に必要な体制の整備に関する」に改め、



同項を同条第六項とし、同条第四項中「第二項各号に掲げる」を「第二項に規定する」

に改め、「当たっては」の下に「、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に

関する法律（平成十九年法律第百十二号）第四十二条各号に掲げる業務」を加え、「業

務並びに」を「業務、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の三第二十

項に規定する児童育成支援拠点事業並びに」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三

項の次に次の一項を加える。 

 ４ 都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業又は生活困窮者家計改善支援事業を行

うに当たっては、政令で定める方法により、これらの事業及び生活困窮者自立相談支

援事業を一体的に行う体制を確保し、効果的かつ効率的に行うものとする。 

  第八条の見出しを「（生活困窮者の状況の把握等）」に改め、同条を同条第二項とし、

同項の前に次の一項を加える。 

   都道府県等は、関係機関及び民間団体との緊密な連携を図りつつ、次条第一項に規

定する支援会議の開催、地域住民相互の交流を行う拠点との連携及び訪問その他の地

域の実情に応じた方法により、生活困窮者の状況を把握するように努めるものとする。 

  第九条第一項中「ことができる」を「ように努めるものとする」に改め、同条中第六

項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。 

 ５ 支援会議は、当該支援会議を組織している都道府県等に生活保護法第二十七条の三

第一項に規定する調整会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が

組織されているときは、生活困窮者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議

と相互に連携を図るように努めるものとする。 

  第十二条第三号中「及び第二項」を削り、「及び生活困窮者一時生活支援事業」を「、

生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業」に改め、同条第四号中「第

七条第一項及び第二項」を「第七条第二項」に、「生活困窮者家計改善支援事業並びに

子どもの学習・生活支援事業及び同項第三号に掲げる」を「同項に規定する」に改める。 

  第十三条第三号中「及び第二項」を削り、「及び生活困窮者一時生活支援事業」を「、

生活困窮者家計改善支援事業及び生活困窮者居住支援事業」に改め、同条第四号中「第

七条第一項及び第二項」を「第七条第二項」に、「生活困窮者家計改善支援事業並びに

子どもの学習・生活支援事業及び同項第三号に掲げる」を「同項に規定する」に改める。 

  第十五条第一項第一号中「（昭和二十五年法律第百四十四号）」を削り、同条第四項

を削る。 

  第二十二条第一項中「生活困窮者一時生活支援事業」を「生活困窮者居住支援事業」

に改め、同条第二項中「居住する住宅を賃貸する者」を「居住し、若しくは居住しよう

とする住宅を賃貸する者その他の関係者」に、「その」を「これらの」に改め、「状

況」の下に「又は当該住宅の確保に関する事項」を加え、同条に次の一項を加える。 

 ３ 都道府県等は、特定被保護者に対する生活困窮者就労準備支援事業、生活困窮者家

計改善支援事業又は生活困窮者居住支援事業（第三条第六項第二号に掲げる事業に限



る。）の実施に関して必要があると認めるときは、生活保護法第五十五条の十一第一

項の規定による通知をした保護の実施機関（同法第十九条第四項に規定する保護の実

施機関をいう。）に、当該通知に係る特定被保護者に関する事項につき、報告を求め

ることができる。 

  第二十三条中「同条第二項各号に掲げる」を「同条第二項に規定する」に改める。 

  第二十八条中「第九条第五項」を「第九条第六項」に改める。 

 （生活保護法の一部改正） 

第二条 生活保護法（昭和二十五年法律第百四十四号）の一部を次のように改正する。 

  目次中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に、「被保護者就労支援事業

及び被保護者健康管理支援事業」を「被保護者就労支援事業等」に、「第五十五条の

九」を「第五十五条の十」に改める。 

  第二十七条の二中「及び第五十五条の八第一項」を「、第五十五条の八第一項」に、

「を行う」を「及び第五十五条の十第一項に規定する子どもの進路選択支援事業の」に

改める。 

  「第八章 就労自立給付金及び進学準備給付金」を「第八章 就労自立給付金及び進

学・就職準備給付金」に改める。 

  第五十五条の五の見出しを「（進学・就職準備給付金の支給）」に改め、同条第一項

中「教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定める

もの（次条において「特定教育訓練施設」という。）に確実に入学すると見込まれる」

を「、次の各号のいずれかに該当する」に、「進学準備給付金」を「進学・就職準備給

付金」に改め、同項に次の各号を加える。 

  一 教育訓練施設のうち教育訓練の内容その他の事情を勘案して厚生労働省令で定め

るもの（次条において「特定教育訓練施設」という。）に確実に入学すると見込ま

れる者 

  二 厚生労働省令で定める安定した職業に確実に就くと見込まれる者その他これに準

ずる者として厚生労働省令で定める者 

  第五十五条の五第二項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。 

  第五十五条の六中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に、「雇主」を

「雇主（被保護者を雇用しようとする者を含む。）」に改める。 

  「第九章 被保護者就労支援事業及び被保護者健康管理支援事業」を「第九章 被保

護者就労支援事業等」に改める。 

  第五十五条の七第一項中「以下」を「第五十五条の十第一項に規定する子どもの進路

選択支援事業に該当するものを除く。以下」に改める。 

  第九章中第五十五条の九の次に次の一条を加える。 

  （子どもの進路選択支援事業） 

 第五十五条の十 保護の実施機関は、被保護者である子どもの進路選択における教育、



就労及び生活習慣に関する問題につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及

び当該子どもの保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関

係機関との連絡調整を行う事業（以下「子どもの進路選択支援事業」という。）を実

施することができる。 

 ２ 第五十五条の七第二項及び第三項の規定は、子どもの進路選択支援事業を行う場合

について準用する。 

  第五十七条から第五十九条までの規定、第六十四条、第六十五条第一項及び第六十六

条第一項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。 

  第七十条第五号中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め、同条中第

八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。 

  七 その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業の実施に要

する費用 

  第七十一条第五号中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め、同条中

第八号を第九号とし、第七号を第八号とし、第六号の次に次の一号を加える。 

  七 その長が第五十五条の十の規定により行う子どもの進路選択支援事業の実施に要

する費用 

  第七十三条第三号中「進学準備給付金費（進学準備給付金」を「進学・就職準備給付

金費（進学・就職準備給付金」に改め、同条第四号中「進学準備給付金費」を「進学・

就職準備給付金費」に改める。 

  第七十五条第一項第二号中「進学準備給付金費」を「進学・就職準備給付金費」に改

め、同条中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 

 ２ 国は、政令で定めるところにより、次に掲げる費用を補助することができる。 

  一 市町村が支弁した子どもの進路選択支援事業に係る費用のうち、当該市町村にお

ける人口、被保護者の数その他の事情を勘案して政令で定めるところにより算定し

た額の三分の二以内 

  二 都道府県が支弁した子どもの進路選択支援事業に係る費用のうち、当該都道府県

の設置する福祉事務所の所管区域内の町村における人口、被保護者の数その他の事

情を勘案して政令で定めるところにより算定した額の三分の二以内 

  第七十六条の三中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。 

  第七十八条第三項中「進学準備給付金の」を「進学・就職準備給付金の」に、「進学

準備給付金費」を「進学・就職準備給付金費」に改める。 

  第八十一条の二第一項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改め、同

条第二項中「の効果的」を「並びに子どもの進路選択支援事業の効果的」に改める。 

  第八十五条第二項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。 

  第八十五条の二中「において」を「及び第五十五条の十第二項において」に改める。 

  附則第九項及び第十二項中「第七十五条第二項」を「第七十五条第三項」に改める。 



  別表第一の六の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。 

第三条 生活保護法の一部を次のように改正する。 

  目次中「第五十五条の十」を「第五十五条の十一」に改める。 

  第十九条第三項中「若しくは私人」を「又は私人」に改め、「又は第三十四条の二第

二項の規定により被保護者に対する次の各号に掲げる介護扶助を当該各号に定める者若

しくは施設に委託して行う場合」を削り、同項各号を削る。 

  第二十七条の二中「及び第五十五条の十第一項」を「、第五十五条の十第一項第一

号」に、「のほか」を「、同項第二号に規定する被保護者就労準備支援事業、同項第三

号に規定する被保護者家計改善支援事業及び同項第四号に規定する被保護者地域居住支

援事業のほか」に改める。 

  第二十七条の二の次に次の一条を加える。 

  （調整会議） 

 第二十七条の三 保護の実施機関は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の被

保護者に対する支援に関する業務を行う関係機関、第五十五条の七第二項（第五十五

条の八第三項及び第五十五条の十第二項において準用する場合を含む。）の規定によ

る委託を受けた者、当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者

その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたもの（以

下この条において「関係機関等」という。）により構成される会議（以下この条にお

いて「調整会議」という。）を組織することができる。 

 ２ 調整会議は、被保護者に対する自立の助長を図るために必要な情報の交換を行うと

ともに、被保護者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に

関する検討を行うものとする。 

 ３ 調整会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認める

ときは、関係機関等に対し、被保護者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その

他必要な協力を求めることができる。 

 ４ 関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努め

るものとする。 

 ５ 調整会議は、当該調整会議が組織されている都道府県、市又は福祉事務所を設置す

る町村に生活困窮者自立支援法（平成二十五年法律第百五号）第九条第一項に規定す

る支援会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が組織されている

ときは、被保護者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図

るよう努めるものとする。 

 ６ 調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、調整会議

の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。 

 ７ 前各項に定めるもののほか、調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、調整会

議が定める。 



  第三十一条第四項中「、介護老人福祉施設」の下に「（同条第二十七項に規定する介

護老人福祉施設をいう。以下同じ。）」を、「施設介護」の下に「（第十五条の二第四

項に規定する施設介護をいう。以下同じ。）」を加える。 

  第三十四条の二第二項中「、居宅介護」の下に「（第十五条の二第二項に規定する居

宅介護をいう。以下同じ。）」を、「施設介護、介護予防」の下に「（同条第五項に規

定する介護予防をいう。以下同じ。）」を加え、「第十五条の二第七項」を「同条第七

項」に改める。 

  第五十五条の七第一項中「第五十五条の十第一項」を「第五十五条の十第一項第一

号」に改める。 

  第五十五条の十の見出しを「（子どもの進路選択支援事業等）」に改め、同条第一項

を次のように改める。 

   保護の実施機関は、次に掲げる事業を実施することができる。 

  一 被保護者である子どもの進路選択における教育、就労及び生活習慣に関する問題

につき、訪問その他の適当な方法により当該子ども及び当該子どもの保護者からの

相談に応じ、必要な情報の提供及び助言をし、並びに関係機関との連絡調整を行う

事業（以下「子どもの進路選択支援事業」という。） 

  二 雇用による就業が著しく困難な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期間にわ

たり、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行う事業（以下「被

保護者就労準備支援事業」という。） 

  三 被保護者に対し、収入、支出その他家計の状況を適切に把握すること及び家計の

改善の意欲を高めることを支援する事業（以下「被保護者家計改善支援事業」とい

う。） 

  四 居住の安定を図るための支援が必要な被保護者に対し、厚生労働省令で定める期

間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日

常生活を営むのに必要な便宜として厚生労働省令で定める便宜を供与する事業（以

下「被保護者地域居住支援事業」という。） 

  第五十五条の十第二項中「子どもの進路選択支援事業」を「前項各号に掲げる事業」

に改め、第九章中同条の次に次の一条を加える。 

  （特定被保護者対象事業の利用） 

 第五十五条の十一 保護の実施機関は、被保護者であつて、その状況に照らして将来的

に保護を必要としなくなることが相当程度見込まれる者その他の厚生労働省令で定め

る者に該当すると認められるもの（以下この条において「特定被保護者」という。）

について、その氏名その他必要な事項を特定被保護者対象事業（生活困窮者自立支援

法第三条第四項に規定する生活困窮者就労準備支援事業、同条第五項に規定する生活

困窮者家計改善支援事業又は同条第六項に規定する生活困窮者居住支援事業（同項第

二号に係る部分に限る。）をいう。第三項において同じ。）を実施する同法第四条第



三項に規定する都道府県等に通知することができる。 

 ２ 保護の実施機関は、前項の規定による通知を行つた場合は、その旨を当該通知に係

る特定被保護者に速やかに通知するものとする。 

 ３ 保護の実施機関は、特定被保護者が特定被保護者対象事業を利用する場合において

は、その利用の状況を把握するとともに、自ら当該特定被保護者の自立を助長するた

めに必要な措置を講じなければならない。 

  第七十条第七号及び第七十一条第七号中「の実施」を「、被保護者就労準備支援事業、

被保護者家計改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業の実施」に改める。 

  第七十五条第二項各号中「に係る」を「、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計

改善支援事業及び被保護者地域居住支援事業に係る」に改める。 

  第八十一条の三中「（平成二十五年法律第百五号）」を削り、同条を第八十一条の四

とする。 

  第八十一条の二の見出しを削り、同条第一項中「都道府県知事は」の下に「、前条第

一項に規定するもののほか」を加え、同条第二項中「前項」を「前条第一項及び前項」

に、「の効果的」を「、被保護者就労準備支援事業、被保護者家計改善支援事業及び被

保護者地域居住支援事業の効果的」に改め、同条を第八十一条の三とし、第八十一条の

次に次の見出し及び一条を加える。 

  （都道府県の援助等） 

 第八十一条の二 都道府県知事は、市町村長が行う医療扶助及び被保護者健康管理支援

事業について、市町村の区域を超えた広域的な見地から調査、分析及び評価（以下こ

の条において「調査等」という。）を行い、市町村長に対し、医療扶助の適正な実施

及び被保護者健康管理支援事業の効果的かつ効率的な実施に関する技術的事項につい

て、当該調査等に基づく情報の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

 ２ 都道府県知事は、調査等の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長に対し、

必要な情報の提供を求めることができる。 

 ３ 厚生労働大臣は、都道府県知事が調査等を円滑に行うため必要な支援を行うものと

する。 

  第八十四条の三中「特別養護老人ホームに入所している者又は」を「特別養護老人ホ

ームに入所している者、」に、「に対する」を「又は介護保険法第八条第十一項に規定

する特定施設に入居している者若しくは介護老人福祉施設に入所している者（同条第二

十七項に規定する介護福祉施設サービスを受けている者に限る。）に対する」に、「引

き続き入所して」を「引き続き入所し、又は入居して」に改める。 

  第八十五条の二中「第五十五条の七第三項」を「第二十七条の三第六項、第五十五条

の七第三項」に改める。 

 （社会福祉法の一部改正） 

第四条 社会福祉法（昭和二十六年法律第四十五号）の一部を次のように改正する。 



  第六十八条の二に次の一項を加える。 

 ３ 市及び福祉に関する事務所を設置する町村の長は、前項の規定による届出がされて

いない疑いがある社会福祉住居施設を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該社

会福祉住居施設の所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。 

  第百六条の四第二項第二号中「助言」の下に「、現在の住居において日常生活を営む

のに必要な援助」を加え、同条中第五項を第六項とし、第四項を第五項とし、第三項の

次に次の一項を加える。 

 ４ 市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たつては、住宅確保要配慮者に

対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成十九年法律第百十二号）第五十一条

第一項に規定する支援協議会その他の居住の支援に関する機関と緊密に連携しつつ、

地域生活課題を抱える地域住民の居住の安定の確保のために必要な支援を行うよう努

めるものとする。 

  第百六条の六第一項中「第百六条の四第四項」を「第百六条の四第五項」に改め、同

条中第六項を第七項とし、第五項を第六項とし、第四項の次に次の一項を加える。 

 ５ 支援会議は、当該支援会議を組織している市町村に生活保護法第二十七条の三第一

項に規定する調整会議又は生活困窮者自立支援法第九条第一項に規定する支援会議が

組織されているときは、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の円滑な実施の

ため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。 

  第百五十九条第一号中「第百六条の四第五項」を「第百六条の四第六項」に改め、同

条第二号中「第百六条の六第五項」を「第百六条の六第六項」に改める。 

  第百六十三条中第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同

号の前に次の一号を加える。 

  一 第六十八条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

  附則第十六項中「第二項」を「第三項」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

 一 第一条中生活困窮者自立支援法第八条の改正規定、第二条中生活保護法目次の改正

規定（「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める部分に限る。）並び

に同法第八章の章名、第五十五条の五、第五十五条の六、第五十七条から第五十九条

まで、第六十四条、第六十五条第一項、第六十六条第一項、第七十条第五号、第七十

一条第五号、第七十三条第三号及び第四号、第七十五条第一項第二号、第七十六条の

三、第七十八条第三項、第八十一条の二第一項、第八十五条第二項並びに別表第一の

改正規定並びに附則第三条及び第五条から第九条までの規定 公布の日 

 二 第一条中生活困窮者自立支援法第七条第四項の改正規定（「業務並びに」を「業務、



児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第六条の三第二十項に規定する児童育

成支援拠点事業並びに」に改める部分に限る。） 公布の日又は令和六年四月一日の

いずれか遅い日 

 三 第二条の規定（第一号に掲げる改正規定を除く。）及び第四条中社会福祉法附則第

十六項の改正規定 令和六年十月一日 

 （検討） 

第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれ

の法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律による改正後のそ

れぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもの

とする。 

 （進学・就職準備給付金の支給に関する特例） 

第三条 第二条の規定による改正後の生活保護法第五十五条の五（第一項第二号に係る部

分に限る。）の規定は、令和六年一月一日から適用する。 

 （保護の実施機関についての特例に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行の際現に介護保険法（平成九年法律第百二十三号）第八条第十一

項に規定する特定施設に入居している者（生活保護法第十五条の二第二項に規定する特

定施設入居者生活介護を同項に規定する居宅介護を行う者に委託し、又は同条第五項に

規定する介護予防特定施設入居者生活介護を同項に規定する介護予防を行う者に委託し

て行っている場合において、これらの介護扶助を受けている者を除く。）については、

第三条の規定による改正後の生活保護法第八十四条の三の規定は、適用しない。 

 （住民基本台帳法の一部改正） 

第五条 住民基本台帳法（昭和四十二年法律第八十一号）の一部を次のように改正する。 

  別表第二の五の十二の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十二の項及び別表

第五第九号の四中「進学準備給付金」を「進学・就職準備給付金」に改める。 

 （住民基本台帳法の一部改正に伴う調整規定） 

第六条 附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日（附則第八条において「第一号施行

日」という。）が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律等の一部を改正する法律（令和五年法律第四十八号）の施行の日以後である場合に

は、前条中「別表第二の五の十二の項、別表第三の七の七の項、別表第四の四の十二の

項及び別表第五第九号の四」とあるのは、「別表第二の五の十三の項、別表第三の七の

九の項、別表第四の四の十三の項及び別表第五第九号の五」とする。 

 （行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改

正） 

第七条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成

二十五年法律第二十七号）の一部を次のように改正する。 

  別表第一の十五の項及び別表第二の九の項中「進学準備給付金」を「進学・就職準備



給付金」に改める。 

 （行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

に伴う調整規定） 

第八条 第一号施行日が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律等の一部を改正する法律の施行の日以後である場合には、前条中「別表第一の

十五の項及び別表第二の九の項」とあるのは、「別表二十三の項」とする。 

 （政令への委任） 

第九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令

で定める。 



     理 由 

 単身高齢者世帯の増加等を踏まえた安定的な居住の確保の支援、被保護世帯の子どもへ

の支援の充実等を通じて、生活困窮者等の自立の更なる促進を図るため、生活困窮者住居

確保給付金及び進学準備給付金の支給対象者の追加、一部の被保護者を対象とした生活困

窮者就労準備支援事業等の実施、社会福祉住居施設の適正な運営を図るための規定の整備

等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。 


